
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

○雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命

令した休業等も対象となることを明確化。

○更に、自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標

が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ。

第１弾（2月14日～）

拡充案

一般的な場合
緊急事態宣言を発出して

活動の自粛を要請している地域
（現時点では北海道のみ）

日中間の人の往来の急減により影響を受け、中国関
係の売上高等が全売上高等の一定割合以上である事
業主
⇒中国人観光客向け観光関連産業 等

新型コロナウイルス感染
症の影響を受ける事業主
⇒全業種(通達改正）
（2月28日に先行拡充済）

上記の地域に所在する事業主

生産指標要件緩和
（3か月10％以上低下⇒1か月10％以上低下） 同左

生産指標要件（通達改正）
⇒満たすものとして扱う

被保険者が対象 同左
非正規を含めた雇用者
(予備費で措置)

助成率 2/3（中小）、1/2（大企業） 同左
4/5(中小)、2/3(大企業)
(省令改正)

計画届の事後提出を認める
（1月24日～3月31日まで）

計画届の事後提出を認める(通達改正）
（1月24日～5月31日まで）

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃（省令改正）

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃（省令改正）

雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した

費用を助成する制度 （大企業：１／２ 中小企業：２／３）

※今回お諮りする事項は赤枠部分
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○ 景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により、
労働者の雇用の維持を図った場合に、それにかかった費用を助成する制度。

○ 休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担額の一部を助成。
・ 大企業：１／２ 中小企業：２／３

ただし、雇用保険基本手当日額の最高額（８，３３０円）を日額上限とする。

○ 教育訓練を実施した場合は、以上のほか、教育訓練費を支給。
・ １人１日当たり １，２００円

概 要

助成内容等

厚生労働省

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

予算額（億円） 6,602 7,257 11,138 2,033 1,175 545 193 83 80 52

実績（億円） 6,536 3,249 2,366 1,136 541 70 47 70 27 20

○ 支給対象事業主：雇用保険適用事業所
○ 支給対象労働者：雇用保険被保険者

ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間（賃金締め切り期間）の初日の前日、または出向を開始する日の前日に
おいて、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が６か月未満の労働者等を除く。

支給対象事業主等

○ 最近３か月の生産指標が前年同期と比較して１０％以上減少していること等の支給要件を確認。

○ 休業等を実施する前に、実施計画（月単位）を都道府県労働局に提出し、その後、実際に休業等を実施した後に支給申
請を行う。

支給手続き

雇用調整助成金について 令和元年度予算額 62.3億円（52.3億円）

※毎月勤労統計調査において過去の賃金額が低めに出ていた影響により、追加支給の必要性が生じたことから所要の経費を計上（32.1億円）



（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

【追加の特例措置の内容】(3月中旬より追加予定)

【特例の対象となる事業主】

休業等の初日が、令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合に適用します。

① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

６か月未満の労働者についても助成対象とします。

② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、

イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

日数までの受給を可能とします（支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません）。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を追加実施します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者

の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業
等を行った場合は助成対象となります。
（経済上の理由例）
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が
縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動
が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合。

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については
最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

【その他の支給要件】

③令和２年1月24日以降の事後提出が、令和2年５月31日まで可能です。
④ 生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮しています。
⑤ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
⑥ 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

【既に講じている特例措置の内容】


